
�愛媛県規則第４２号
愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２８年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則（平成１９年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第１号（第５条関係） 障害者雇用事業税不均一課税申告書

様式第１号（その１）（法人用）

省略

注 省略

様式第１号（その１）の記載要領

１ 「基準事業年度」の欄は、平成２７年４月１日から平成２８

年３月３１日までの間に開始する最後の事業年度の期間を記

載すること。

２ 省略

３ 常時雇用する労働者の数（当該数の算定に当たっては、

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号。以下「障害者雇用促進法」という。）第４３条第３項に

規定する短時間労働者は、その１人をもって０．５人の労働

者に相当するものとみなす。）は、適用対象事業年度終了

の日現在における雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保

険者 の総数を記載すること。

なお、事業所が複数ある場合は、各事業所分を合計した

様式第１号（第５条関係） 障害者雇用事業税不均一課税申告書

様式第１号（その１）（法人用）

省略

注 省略

様式第１号（その１）の記載要領

１ 「基準事業年度」の欄は、平成２４年４月１日から平成２５

年３月３１日までの間に開始する最後の事業年度の期間を記

載すること。

２ 省略

３ 常時雇用する労働者の数（当該数の算定に当たっては、

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号。以下「障害者雇用促進法」という。）第４３条第３項に

規定する短時間労働者は、その１人をもって０．５人の労働

者に相当するものとみなす。）は、適用対象事業年度終了

の日現在における雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続

被保険者の総数を記載すること。

なお、事業所が複数ある場合は、各事業所分を合計した
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事業所全体の常時雇用する労働者の総数を記載すること。

４～６ 省略

様式第１号（その２）（個人用）

省略

注 省略

様式第１号（その２）の記載要領

１ 「基準年」の欄は、「平成２８年１月１日から平成２８年１２

月３１日まで」と記載すること。

２ 省略

３ 常時雇用する労働者の数（当該数の算定に当たっては、

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号。以下「障害者雇用促進法」という。）第４３条第３項に

規定する短時間労働者は、その１人をもって０．５人の労働

者に相当するものとみなす。）は、適用対象年の末日現在

における雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者

の総数を記載すること。

なお、事業所が複数ある場合は、各事業所分を合計した

事業所全体の常時雇用する労働者の総数を記載すること。

４～６ 省略

附 則

この規則は、平成２９年１月１日から施行する。

�愛媛県告示第１３２４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２８年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町岩渕己６

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

津島町岩渕己６（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３２５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２８年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘菊川５１０の１・５１２の１・５１３の１・５２２の１

（以上４筆について次の図に示す部分に限る。）、４８８の１、４８８

の２、４９５、４９６、４９８から５０２まで、５０３の１、５０３の２、５０４から

５０９まで、５１２の２、５１４から５１６まで

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法及び立木の伐採の限度

変更しない。

� 植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３２６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２８年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘和口１０２３・１０２９・１０４９の１・１０５０・１０５１・

１０８９・１０９７の１・１０９８・１０９９の２・１１２３の１・１１２４の１・１１２５・

１１３２・１１３３・御荘長洲７３８・７３９・７４０の２・７５４・８４４・８４６から８５０

事業所全体の常時雇用する労働者の総数を記載すること。

４～６ 省略

様式第１号（その２）（個人用）

省略

注 省略

様式第１号（その２）の記載要領

１ 「基準年」の欄は、「平成２５年１月１日から平成２５年１２

月３１日まで」と記載すること。

２ 省略

３ 常時雇用する労働者の数（当該数の算定に当たっては、

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号。以下「障害者雇用促進法」という。）第４３条第３項に

規定する短時間労働者は、その１人をもって０．５人の労働

者に相当するものとみなす。）は、適用対象年の末日現在

における雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者

の総数を記載すること。

なお、事業所が複数ある場合は、各事業所分を合計した

事業所全体の常時雇用する労働者の総数を記載すること。

４～６ 省略

告 示

愛 媛 県 報平成２８年１２月２日 第２８３０号
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まで（以上２４筆について次の図に示す部分に限る。）、御荘和口

１０４４、１０４５、１０９７の４、１０９９の１、１１００、１１０２から１１０５まで、１１２３

の２、１１２６、１１３０の１、１１３１の１、１１５２、１１５５、御荘長洲６１７、

６２０から６２３まで、６２４の２、６２５から６２７まで、６２８の２、６２９から

６３２まで、７１６の１、７１８、７２１の１、７２６の１、７２７から７３０まで、

７３１の２、７３３から７３７まで、７４１の２、７４２、７４３、７５３、７５５から７６３

まで、７６６から７６９まで、７９１、７９５の２、７９６、７９７の１、７９８の１、

８４０の２、８４１の３、８４２、８４３、８４５、８６１、８７０、８７１

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３２７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２８年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として

指定された目的

昭和６０年２月７日農林水産省告示第２１５号

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１３２８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２８年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として

指定された目的

昭和６１年６月４日農林水産省告示第８４７号（一に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３２９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２８年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として

指定された目的

平成２年６月１３日農林水産省告示第７６９号（三に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１３３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山７５０番から

同町上山７３２番地先まで

旧 ５．８～２３．６ ０．７００

新 １２．５～７５．３ ０．７００

��������������
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�愛媛県告示第１３３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、道前道後土地改良区連合から次のと

おり役員が退任した旨の届出があった。

平成２８年１２月２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 田 清太郎 伊予郡松前町大字東古泉３４９番地

�愛媛県告示第１３３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３３３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年１２月２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�������
�愛媛県告示第１３３４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２８年１２月２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２８年１１月１８日

３ 指定道路の位置

伊予市下吾川字柳７４番２

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３３．４９メートル

� 幅員 ４．０２メートル

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２８年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 砥部伊予松山線
松山市余戸南五丁目１９８４番５から

同市余戸西一丁目１９２７番２まで
平成２８年１２月７日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第３３号

平成２８年１１月２２日
伊予郡松前町大字西高柳字出合１７６番１、１７６番２、１７７番１、１７７番３

松山市清住二丁目１１４７番地４

（有）オフィス・オオタニ

代表取締役 大 谷 佳 洋

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２８年１１月２２日 特定非営利活動法人まもる 小 川 純 人 松山市一番町１丁目１４番地７ この法人は、社会的弱者に陥りやすい高齢者・
低所得者・障がい者・病弱者・一人親世帯・女
性・こども・罪を犯した者に対して、自立して
生きるためのあらゆるサポートを行うとともに、
自律心（自分で立てた規範に従って、自分のこ
とは自分でやっていく）を育む事業を行うこと
で、彼等が尊厳を持って安心して暮らせるよう
支援し、社会とのつながりの回復と安全な地域
社会の実現を図ることで、個人及び公共の福祉
の増進に寄与することを目的とする。
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�公 告

砂利採取業務主任者試験の合格者の発表について

平成２８年１１月１１日に実施した砂利採取業務主任者試験の合格者は、

次のとおりである。

平成２８年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県公安委員会規則第８号
愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を次のように定める。

平成２８年１２月２日

愛媛県公安委員会委員長 増 田 吉 利

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例の一部を改正する条例（平成２８年愛媛県条例第４９号）の施行期日は、平成２８年１２月１９日とす

る。

受験番号

１

公安委員会規則

平成２８年１２月２日 発行
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